
１．採用予定人数 １名

２．業　務　内　容 難病をお持ちの患者様、ご家族様が、療養生活や
日常生活を送る中で生じる、不安や心配事、疑問
等にお応えし、安心して過ごせるよう、相談や支援を
行います。

３．雇　用　期　間 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで
契約更新の可能性：あり（原則更新）

４．応　募　資　格
○必要な免許・資格 看護師

社会福祉士
介護福祉士
上記いずれか一つは必須。
複数資格をお持ちの方歓迎します。

○年　　　　　　齢 不問

５．採　用　試　験
○選  考  方  法 書類選考　　面接試験（1回）

○試  験  日　時 随時
※書類選考後、追って連絡いたします。

○試  験  会　場 当院にて実施

６．就　業　時　間 午前８時半から午後５時半の内で応相談
週あたりの勤務時間は３２時間を上限として応相談

シフトや勤務する曜日について応相談

時間外労働あり（月平均４時間程度）

７．勤務場所 鳥取医療センター内
鳥取県難病相談・支援センター鳥取

８．応　募　手　続
○提　出　書　類 必須

・履歴書（写真貼付）　

応募資格のうち、該当する各資格証の写し

○提　出　方　法 郵送、又は持参
(応募希望者は、事前連絡のうえ応募書類を提出して
ください。）

○提　　出　 　先 〒689-0203  鳥取県鳥取市三津８７６番地
　　（問合せ先） 独立行政法人国立病院機構　鳥取医療センター

　　　　　事務部管理課　庶務係長　宛
TEL:0857-59-1111       FAX:0857-59-1589

○選　考　方　法 書類選考、面接試験による
（書類選考の後、面接試験の日時等をご案内します）

９．待　　遇　　等
○身　　　　　　分 独立行政法人国立病院機構職員

○給　　　　　　与 独立行政法人国立病院機構非常勤職員給与規程による
・時間給 看護師 1,500円

社会福祉士 1,260円
介護福祉士 1,100円

※複数資格をお持ちの場合、最も有利な時間給を適用します。

○超過勤務手当 定められた勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、
勤務1時間につき、以下の区分で支給。
・週あたりの勤務時間が38時間45分を満たすまでの時間

・・・ 時間給×100÷100
・週あたりの勤務時間が38時間45分を超過した場合

・・・ 時間給×125÷100
・勤務が定められていない休日に勤務した場合

・・・ 時間給×135÷100
独立行政法人国立病院機構非常勤職員給与規程に則り支給

・諸手当
　通勤手当 実態に応じ規程により支給（上限あり）

最高日額２，６１９円

・賞与 あり（年２回）
年間６～７万円程度（前年度実績）
（※週３０時間勤務以上の者に限る）

・その他規定に基づき手当支給

○休 日 ・ 休　暇 週の勤務日数により、4週８休～１６休で変動します。
原則土日祝日及び病院の定める休日
ただし、行事の都合により休日を振替する場合があります。
年次休暇有り、その他リフレッシュ休暇等有給の休暇あり

○その他 マイカー通勤可（病院内駐車場無料）

難病相談・支援センター相談員（非常勤職員）　募集要項

★当院では、難病の患者様やご家族様の相談や支援に関心のある方を募集しております。
相談業務や支援業務で患者様方々に寄り添う仕事がしたい方、当院の難病相談支援センターにて、一緒
に働いてみませんか。


